
西多摩地域の体育施設における個人市外料金等の導入状況 

 

１ 福生市 

（１）福生市体育施設条例 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   →個人市外料金の設定なし 

（２）福生市体育施設条例 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   →競技場、テニスコート、第１会議室など、市外個人使用料は市民個人使用料３倍を設定 

   →市民とは、市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者 

資料６ 



２ 羽村市 

（１）羽村市体育館管理運営条例 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   →市外個人使用料は市民個人使用料１．５倍を設定 

   →市民等とは、市内に住所を有する者、市内に存する学校に在学する者、市内に存する事務所又は事

業所に勤務する者を設定 

  



３ 青梅市 

   →市外料金の設定なし（団体、個人を含む） 

 

４ 日の出町 

（１）日の出町体育施設の設置及び管理に関する条例 

    

 

 

 

 

 

 

 

   →町内在住在勤者以外の使用料は、町内在住在勤者使用料の３倍を設定（ただし、個人、団体の区分

なし） 

 

５ 瑞穂町 

（１）瑞穂町体育施設条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   →町内在住在勤者以外の使用料は、町内在住在勤者使用料の３倍を設定（ただし、個人、団体の区分

なし） 

 

 

  



６ 奥多摩町 

（１）奥多摩町スポーツ・コミュニティ施設条例 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・一般登録団体 町に在住、在勤する者５名以上（テニスコート使用者は２名以上）で構成されて

いる団体、又は町内の自治会等委員会が別に定める町内の団体 

    ・特定登録団体 町外等に在住する者５名以上（テニスコート使用者は２名以上）で構成されてい

る団体で、かつ、施設使用時に町内の宿泊施設に宿泊する者の団体 

    ・その他登録団体 委員会が特別に認めた団体 

   →町内在住在勤者以外の使用料は、町内在住在勤者使用料の４倍以上を設定（町内宿泊施設に宿泊し

ているか否かで違いあり。団体のみを想定） 

 

７ 檜原村 

（１）檜原村体育施設設置条例 

    

 

 

 

 

 

 

   →村内在住者以外の総合運動場夜間照明施設の使用料は、村内在住者使用料の２倍以上を設定（ただ

し、個人、団体の区分なし） 

 

 

 


